
管轄

借地の所在地

５００円 ８枚
１００円 １０枚

８４円 ５枚 ※ 基礎となる額の算出方法

５０円 ４枚 ○増改築許可の申立

２０円 １０枚
１０円 １０枚

５円 １０枚 ○それ以外の借地非訟
２円 １０枚 借地の固定資産評価額÷２

１円 １０枚

(内訳)
５００円 ４枚
１００円 ２枚

９４円 ２枚

１０００円 本店所在地

５００円 ５枚 ※ 特別清算申立については
１００円 ５枚 ２００００円

８４円 １０枚
５０円 ５枚
２０円 ５枚
１０円 ８枚

５円 ４枚
２円 ５枚
１円 １０枚

１０００円 本店所在地

８４円 １０枚
１０円 １０枚

１０００円 本店所在地

５００円 ５枚
１００円 ５枚

８４円 １０枚
５０円 ５枚
２０円 ５枚
１０円 ８枚

５円 ４枚
２円 ５枚
１円 １０枚

１０００円 土地の所在地

５００円 ８枚 ※ 土地１筆又は建物１棟ごと 又は

１００円 １０枚 に１０００円 建物の所在地

８４円 ５枚
５０円 ４枚
２０円 １０枚
１０円 １０枚

５円 １０枚
２円 １０枚
１円 １０枚

(内訳)
５００円 ４枚
１００円 ２枚

９４円 ２枚

R5.10.1さいたま地方裁判所管内

民事非訟（チ）

～清算人選任申立（会社法の適用がない法人）
など
※共有に関する非訟事件及び土地等の管理に関
する非訟事件を除く。

手数料（印紙）事件の種類（事件符号） 郵便切手

借地非訟（借チ）

～土地賃借権譲渡許可申立、借地条件変更申
立、増改築許可申立、競売に伴う土地賃借権譲
受許可申立、建物及び土地賃借権譲受等申立
（介入権申立）など

６０００円 民事訴訟費用等に関する法律３
条１項、別表第一の１３による
金額

非 訟 事 件 郵 便 料 金 内 訳 一 覧 表

　なお、借地が土地の一部
の場合は借地部分の評価額
を算出する。

借地の固定資産評価額÷２
×３÷１０

共有に関する非訟事件及び土地等の管理に関す
る非訟事件（チ）

～特定不能土地管理命令申立、共有物の管理申
立、所在等不明共有者の持分の取得申立、所在
等不明共有者の持分の譲渡権限の付与申立、所
有者不明土地管理命令申立、所有者不明建物管
理命令申立、管理不全土地管理命令申立、管理
不全建物管理命令申立

６０００円

※相手方が１名増え
るごとに２３８８円
を追加

※相手方が１名増え
るごとに２３８８円
を追加

９４０円
その他の商事非訟（ヒ）

～端数相当株式任意売却許可申立、債務弁済許
可申立、帳簿資料保存者選任申立

商事非訟（ヒ）

～特別清算申立、清算人選任申立、一時職務代
行者（仮取締役）選任申立、株主総会招集許可
申立、株主総会検査役選任申立、株式売買価格
決定申立、株式買取価格決定申立、株式取得価
格決定申立、所在不明株主の株式売却許可申立
など

４３１０円

４３１０円


